
宇都宮市農業再生協議会 農業構造改革事業交付金等交付申請書 
 

宇都宮市農業再生協議会長 様 

 農業構造改革事業等の交付金を受けたいので，下記のとおり申請します。 

 また，交付金に係る作物の検査・販売実績や生産施設の整備等に関する私の個人情報について，必要

な範囲内において関係機関（栃木県，宇都宮市，宇都宮市農業委員会，宇都宮市農業公社，宇都宮農業

協同組合）に提供又は確認することに同意します。 

交

付

申

請

者

欄 

世帯番号  申請年月日 令和８年  月  日 

フリガナ  

氏 名  

住 所 

〒  

 

電 話  ＦＡＸ  

認定状況等（該当するものに○） 

※右記のいずれにも該当しない方は申請できません。 

認定農業者，認定新規就農者，集落営農 

人・農地プラン登載者（守り手・支え手） 

機械共同利用組織構成員 

 
 

交

付 

申

請

欄 

事業名 
交付対象 

作 物 等 

交付金の申請 

（該当する方に〇） 

① 米粉用米作付促進事業 米粉用米 する しない 

② 麦・大豆生産拡大事業 

小 麦 する しない 

二条大麦 する しない 

大 豆 する しない 

③露地野菜生産拡大事業 
玉ねぎ する しない 

かんしょ する しない 

④農地の守り手・支え手

確保育成支援事業 
景観形成作物，地力増進作物 する しない 

※ 事業の詳細はＡ３資料「令和８年度宇都宮市農業再生協議会事業（市・ＪＡ費）」をご確認ください。 
 
 

交付金の振込口座（該当する方に〇） 

登録済の口座 登録以外の口座 

※「登録済の口座」は，経営所得安定対策等交付金の登録口座です。 

 

 

 

令和８年度 

≪ご注意ください≫ 

 ・ 本申請書で申請のあった方に各事業の確認書類等を送付し，交付金の交付を行います。交付

要件に該当し，交付金を希望される方は，必ず本申請書をご提出ください。 



宇都宮市農業再生協議会 農業構造改革事業交付金等交付申請書 
 

宇都宮市農業再生協議会長 様 

 農業構造改革事業の交付金を受けたいので，下記のとおり申請します。 

 また，交付金に係る作物の検査・販売実績や生産施設の整備等に関する私の個人情報について必要な

範囲内において関係機関（栃木県，宇都宮市，宇都宮市農業委員会，宇都宮市農業公社，宇都宮農業協

同組合）に提供又は確認することに同意します。 

交

付

申

請

者

欄 

世帯番号 ９０９０９ 申請年月日 令和５年  月  日 

フリガナ ウツノミヤ  タロウ 

氏 名 宇都宮 太郎 

住 所 

〒 ○○○‐○○○○ 

宇都宮市 ○○町××－× 

電 話 ○○○‐○○○○ ＦＡＸ ○○○‐○○○○ 

認定状況等（該当するものに○） 

※右記のいずれにも該当しない方は申請できません。 

認定農業者，認定新規就農者，集落営農 

人・農地プラン登載者（守り手・支え手） 

機械共同利用組織構成員 

 
 

交

付 

申

請

欄 

事業名 
交付対象 

作 物 等 

交付金の申請 

（該当する方に〇） 

① 米粉用米作付促進事業 米粉用米 する しない 

②麦・大豆生産拡大事業 

小 麦 する しない 

二条大麦 する しない 

大 豆 する しない 

③露地野菜生産拡大事業 
玉ねぎ する しない 

かんしょ する しない 

④農地の守り手・支え手

確保育成支援事業 
景観形成作物，地力増進作物 する しない 

※ 事業の詳細はＡ３資料「令和８年度宇都宮市農業再生協議会事業（市・ＪＡ費）」をご確認ください。 
 
 

交付金の振込口座（該当する方に〇） 

登録済の口座 登録以外の口座 

※「登録済の口座」は，経営所得安定対策等交付金の登録口座です。 

 

 

 

令和８年度 

≪ご注意ください≫ 

 ・ 本申請書で申請のあった方に各事業の確認書類等を送付し，交付金の交付を行います。交付

要件に該当し，交付金を希望される方は，必ず本申請書をご提出ください。 

記入例 

認定状況等により申請できる事業が異なります。 

詳細は別紙「令和８年度宇都宮市農業再生協議会事業（市・ＪＡ費）」をご確認ください。 

 ○ 要件設定なし              ⇒ 事業①が申請可能 

 ○ 認定農業者，認定新規就農者，集落営農  ⇒ 事業①，②，③が申請可能 

 ○ 人・農地プラン登載者（守り手・支え手） ⇒ 事業④が申請可能 

 ○ 機械共同利用組織構成員         ⇒ 事業③が申請可能 

「認定状況等」欄のいずれにも該当しない場合，本申請書の提出は不要です。 

 


